
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   本計画は、静岡県の地域福祉を取り巻く現状と課題を踏まえながら、本会が地域

福祉推進の多彩な主体と共に、今後、５年間で重点的に取り組む推進事項を明らか

にするものです。 

  （１）市町社会福祉協議会をはじめ、福祉・保健・医療等幅広い関係機関・団体と

連携・協働して本県の地域福祉を推進するための指針を明確化 

  （２）静岡県社会福祉協議会の果たすべき役割・目標・重点事業等を明確化 

  （３）地域福祉の推進主体としての静岡県社会福祉協議会の経営基盤強化方策を明

確化 

   

  （注）社会福祉協議会（*）…以下「社協」 

 

 

   平成 27 年(2015 年)４月から平成 32 年(2020 年)３月までの５か年とします。 

 

 

 

 

   社会福祉法人静岡県社会福祉協議会（以下「県社協」） 

   （静岡県、市町社協をはじめ、関係機関・団体と連携・協働のもと推進します。） 

 

 

 

   本計画の実効性を確保するため、毎年度、目標達成度や事業の進捗状況・成果な

どを、企画調査委員会の助言を得ながら具体的に評価・分析し、計画の進行管理を

行います。 

   また、計画の３年次にあたる平成 29 年度（2017 年度）に事業の進捗状況・成果

や社会情勢等を踏まえ、全体的な見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域福祉コーディネーター（コミュニティソーシャルワーク）】 

 コミュニティソーシャルワーク(地域において生活上の課題を抱える個人や家族に対する個別支援と、

それらの人々が暮らす生活環境の整備や住民の組織化等の地域支援を関係者と協働して統合的に展開す

る)の実践者をいいます。 

 

【地域福祉推進基礎組織】 

 地域を基盤とした住民の地域福祉活動を推進する基礎的な組織で、住民自身が、自分達の生活する地

域の生活課題を主体的にとらえ、その課題解決に向けて自発的な活動を行っています。「地区社協」のよ

うに固有の組織をつくらず、自治会・町内会などのコミュニティ組織の中に福祉部や福祉委員を置くと

ころもあります。活動範囲は、自治会単位、小・中学校単位など地域によってさまざまです。 

 

【地域包括ケアシステム】 

 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が

一体的に提供される仕組みです。 

 

 

 な（ナ）行  

 

【日常生活自立支援事業】 

 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などのうち判断能力が不十分な方が地域において自立し

た生活が送れるよう、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理のお手伝いを契約に基づいて実施する事

業です。 

 

【入居債務保証事業】 

静岡県では、児童養護施設等に入所の子どもが、就職、進学又はアパート等への入居に際して、施設

長が身元保証人や連帯保証人になった場合の損失補填制度である「施設入所児童等自立促進事業」を、

平成 15 年に全国で３番目に整備しました。しかしながら、申込対象年齢や保証期間に一定の制限があ

ること、加えて施設長の負担が大きいことから、保証人を受けることについて了解を得られないケース

も散見されています。さらに、平成 19 年に全国社会福祉協議会が同様の制度を整備したため、本計画

の重点プロジェクト事業において、現行制度ではカバーできない年齢層を保証できるよう見直しを行う

とともに、高齢者等を含めた新たな保証制度の創設を検討していきます。 

 

 は（ハ）行  

 

【ひきこもり】 

 一般的には、さまざまな要因が重なって社会的な参加の場面がせばまり、就労や就学などの自宅以外

での生活の場が長期にわたって失われている状態のことをさします。何らかの理由（生物学的要因、心

理的要因、社会的要因など）がさまざまに絡み合って、周囲の環境に適応できにくくなった時「ひきこ

もり」という現象が現れるといわれています。 

 

１ 計画策定の趣旨 

第１章 計画の基本方針 

２ 計画の推進期間 

３ 計画の推進主体 

４ 計画の進行管理 
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【生活支援コーディネーター】 

 改正介護保険制度により、平成 27 年４月から段階的に、市町村域及び日常生活圏域に配置され、地

域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者を

いいます。 

 

【生活困窮者自立支援制度】 

 平成 27 年 4 月に施行された制度であり、全国の福祉事務所設置自治体が実施主体となって、官民協

働による地域の支援体制を構築し、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、就労準備支援事業、一

時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に関し包括的な事業

を実施します。 

 

【生活福祉資金貸付事業】  

 静岡県の民生委員が提唱した「世帯更生運動」に端を発し、昭和 30 年(1955 年)に制度化されました。

低所得世帯等の経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定し

た生活が送れるよう資金の貸付けと必要な相談支援を行う制度です。 

 

【成年後見制度】  

 判断(意思)能力が著しく低下した方に対し、家庭裁判所による法定後見人を選任し、本人の利益行為を

代行して後見する制度です。民法が改正され、平成 12 年(2000 年)4 月から実施されています。 

 

 た（タ）行  

 

【多文化共生】 

県内に居住する外国人及び日本人が、相互の理解及び協調の下に、安心して、かつ、快適に暮らすことをいい

ます。静岡県では、平成 20年12月26日に「静岡県多文化共生推進基本条例」を制定しています。 

 

【多文化ソーシャルワーカー】 

外国人県民の抱える生活上の問題点に対し、文化的・社会的背景を踏まえて専門的相談に応じ、関係

機関・対象に働きかけ、解決まで一貫して支援する人材をいいます。 

 

【地域公益事業】 

社会福祉法人制度の改革に伴い、社会福祉事業又は公益事業を行うに当たり、日常生活又は社会生活

上支援を要する者に対する無料又は定額の料金で福祉サービスを提供すること（地域公益事業）を責務

として規定する社会福祉法等の一部を改正する法律案が、第 189 回通常国会（平成 27 年）に提出され

ています。 

 

【地域福祉計画】  

 地域社会における住民の福祉の向上を図るため、地域福祉の推進に必要な施策や事業・活動を総合的、か

つ計画的に進める計画です。平成 12 年(2000 年)6 月の社会福祉法の施行に伴い、市町村は平成 15 年(2003

年)以降、地域福祉計画を策定する努力義務が法定化されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善 

“共生・支え合い”による地域社会の実現 

めざす福祉社会の姿 

めざす福祉社会の実現に向け、 
具体的な計画の作成（Plan）→事業の実施（Do）、事後評価（Check）
→改善（Action）の PDCA サイクルにもとづき、スパイラルアップ
（段階的かつ継続的な発展）を図っていきます。 

計画 

評価 実施 

・不具合があれば応急処置 

・常に良い結果が得られるよう 

再発防止策を実施する 

・事業の目標を決める 

・目標を達成する方法を 

 ６W３H で決める 

・事業の結果を確認・反省 

 する 

・６W３H の計画を徹底 

・仕事を行う 
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